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令和　２年１２月２２日

文部科学大臣　殿

茨城県　神栖市長　石田　進　印

１．施設整備計画の名称

神栖市公立学校等施設整備計画

２．計画期間

平成２９年度～平成３１年度（３年間）

（担当）

神栖市教育委員会教育総務課

住所：茨城県神栖市溝口4991-5

電話：0299－77－7212

施設整備計画の事後評価について

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

令和２年６月２５日・８月２７日・９月２９日・・・点検評価委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和２年１２月１８日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・点検評価結果を公表　　　

  計画年度終了後、本市の教育委員会評価委員会（５名程の市民及び学識経験者で構成）におい
て、事後評価を実施した。その結果を、小中学校及び幼稚園の耐震化状況と共に、ホームページ
に公表している。

○施設整備計画に計画していた事業について、計画通り実施できた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○評価委員からは、学校施設は中長期的に維持管理を行い、引き続き予算の平準化に努めてほ
しいという意見があった。また、今後、社会情勢の変化や気象状況によって工事が計画どおりに進
まないことが予想されるが、これまでどおり児童生徒の学習・生活環境を考えて事業を進めてほし
いという意見もあった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○次年度以降については、老朽化対策として学校施設等長寿命化計画に基づき、今後の児童生
徒の推移を見極めつつ計画的に施設整備を進めていく。

　神栖第一中学校（屋）及び神栖第三中学校（校・屋）の大規模改造（老朽）は計画通り実施した。
また、植松幼稚園の不適格改築を実施し、平成３１年度に認定こども園を開園した。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　大野原西小学校（校）、やたべ土合小学校（校・屋）、波崎第一中学校（屋）、波崎第四中学校
（校）、神栖第一中学校（屋）、神栖第四中学校（校）のトイレ改修を実施した。また、神栖第一中学
校の屋外教育環境（グラウンド）の整備を実施した。

　植松幼稚園の旧園舎は、令和２年１２月までにとりこわし予定
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７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

植松幼稚園 （１） 03 不適格改築 校 Ｓ H30.2～H31.2 H31.2.15 R2年度とりこわし予定

大野原西小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.6～H30.12 H30.12.14 H30年度に単費で工事を実施

やたべ土合小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.6～H30.10 H30.10.26 H30年度に単費で工事を実施

やたべ土合小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 Ｒ H30.6～H30.10 H30.10.26 H30年度に単費で工事を実施

神栖第一中学校 （４） 09 屋外教育環境 H30.7～H30.12 H30.12.7 H30年度に単費で工事を実施

波崎第一中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 Ｓ H30.10～H31.3 H31.3.4 H30年度に単費で工事を実施

波崎第四中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.6～H30.12 H30.12.18 H30年度に単費で工事を実施

神栖第一中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｒ Ｒ1.6～Ｒ1.11 Ｒ1.11.29

神栖第一中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 Ｒ Ｒ1.6～Ｒ1.11 Ｒ1.11.29

神栖第三中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ Ｒ1.8～Ｒ2.2 R2.2.28

神栖第三中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｒ Ｒ1.8～Ｒ2.2 R2.2.28

神栖第四中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ Ｒ1.6～Ｒ1.12 Ｒ1.12.18

（参考）負担金事業

神栖第二中学校 ― 中校 校 Ｒ H30.6～R2.3 R2.3.6

整備方針

学校等の名称 目標
事業
区分

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）


